熊本市インターンシップ等実習生の取り扱いに関する協定書

（趣旨）

第１条　熊本市（以下「甲」という。）と、　　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）とは、乙の要請により、乙に所属する学生のうち自身の就業先について、現に熊本市役所を選択肢の一つと考え、その選択肢を絞り込むために、市でのインターンシップ等を希望する学生（以下「実習生」という。）を甲が受け入れるにあたって、「熊本市インターンシップ等実習生受入実施要領」に基づき、以下のとおり協定する。

　（目的）

第２条
甲は、実習生が市でのインターンシップ等を通して、市政に対する理解を深めることを目的に、市の業務に支障の無い範囲で実習生を受け入れるものとする。

　（実習の受入内容）

第３条　甲が乙から受け入れる実習生の氏名、実習先、実習期間等は受け入れ決定通知のとおりとする。
　（服務等）

第４条
実習生の受け入れ期間は１実習生につき、原則１週間以内とする。

２　実習生の実習内容は、受入所属が決定する。

３　実習生の実習時間は、甲職員の勤務時間の例による。

４　実習生には、賃金、報酬、手当及び旅費は支給しない。

５　実習生は、実習中の事故に備え、必要に応じて予め損害保険等に加入するなど、実習中の事故に際しては、自らの責任において対応しなければならない。

６　実習生は、甲の職務の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

７　実習生は、実習中に知り得た秘密を漏らしてはならない。実習終了後も同様とする。

８　実習生は、実習期間中は甲の職員の命令に従わなければならない。

９　実習生が、故意又は過失により前３項の規定に反する行為をした場合は、乙及び実習生は、被害を受けた第三者に対して連帯して責任を負う。

　（実習の評価）

第５条　甲は、実習結果の評価は行わない。

　（レポートの提出）

第６条
甲は、実習生の受け入れや市政の参考とするため、実習生に対し、インターンシップ等に関する感想やレポートの提出を求めることができる。
　（誓約書の提出）

第７条　甲は、実習生から第４条の規定を遵守する旨の誓約書を提出させることができる。

　（その他）

第８条　この協定書に定めのない事項及び疑義が生じたとき、並びに改正の必要が生じたときは、甲、乙協議の上決定するものとする。

　　年　　月　　日



甲　　熊本市長　　　　　　　大西　一史　　　　　　印



乙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

